
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

十

九

年

十

一

月

十

三

日

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

経
年
劣
化
に
よ
る
製
品
事
故
は
、
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
し
て
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

特
定
保
守
製
品
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
事
故
情
報
の
収
集
・
分
析
等
を
通
じ
て
絶
え
ず
検
討
を
行
い
、
必
要
が
あ
れ
ば
対

象
を
拡
大
す
る
こ
と
。

二

経
年
劣
化
事
故
の
未
然
防
止
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
所
有
者
の
点
検
受
検
率
を
上
げ
る
こ
と
が
必
須

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
製
造
・
輸
入
事
業
者
、
販
売
事
業
者
等
の
緊
密
な
連
携
と
き
め
細
か
な
対
応
に
よ
り
、
確
実
に

所
有
者
情
報
を
収
集
し
、
点
検
を
通
知
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。

ま
た
、
本
法
に
基
づ
く
所
有
者
情
報
の
収
集
や
点
検
通
知
の
対
象
と
な
ら
な
い
既
販
品
に
つ
い
て
も
、
電
気
・
ガ
ス
事
業

者
等
の
持
つ
情
報
の
活
用
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
点
検
の
要
請
等
に
よ
り
、
点
検
実
施
体
制
が
万
全
な
も
の
と
な
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

三

規
制
対
象
と
な
る
特
定
保
守
製
品
は
、
不
動
産
取
引
に
付
随
し
て
取
引
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

不
動
産
仲
介
業
者
や
設
置
事
業
者
等
の
関
連
事
業
者
の
責
務
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
よ
り
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
特
に
家

屋
の
賃
貸
人
や
レ
ン
タ
ル
事
業
者
等
の
「
特
定
保
守
製
品
を
賃
貸
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
」
に
は
、
点
検

が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。

四

製
品
が
長
く
大
切
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
省
資
源
等
の
観
点
か
ら
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
製
品
設

計
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
障
害
が
起
き
て
も
安
全
な
側
に
制
御
す
る
「
フ
ェ
イ
ル
セ
ー
フ
」
の
思
想
に
基
づ
い
た
安
全
・

安
心
な
製
品
づ
く
り
を
促
進
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


